
◎保険業法の一部を改正する法律 
（令和七年六月六日法律第五四号）   

一、 提案理由（令和七年五月九日・衆議院財務金融委員会） 

○加藤国務大臣 ただいま議題となりました保険業法の一部を改正する法律案につきま

して、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 

 損害保険業界における保険金不正請求事案と保険料調整行為事案の再発防止を図り、

保険業に対する信頼性の確保及びその健全な発展を図ることが、喫緊の課題となってお

ります。このような状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。 

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、複数の保険会社等の商品を扱う特に規模が大きい損害保険代理店に対し、そ

の業務運営に関する体制整備義務を創設するとともに、保険会社等に対し、顧客の利益

を保護するために必要な体制整備義務を強化することといたします。 

 第二に、保険会社等から保険契約者等への過度な便宜供与を禁止することといたしま

す。 

 その他、関連する規定の整備等を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、 衆議院財務金融委員長報告（令和七年五月一五日） 

○井林辰憲君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、損害保険業界における不祥事案の再発防止を図り、保険業に対する信頼性の

確保及びその健全な発展を図るため、複数の保険会社等の商品を扱う特に規模が大きい

損害保険代理店に対し、その業務運営に関する体制整備義務を創設すること、保険会社

等に対し、顧客の利益を保護するために必要な体制整備義務を強化すること、保険会社

等から保険契約者等への過度な便宜供与を禁止すること等の措置を講ずるものでありま

す。 

 本案は、去る五月八日当委員会に付託され、翌九日加藤国務大臣から趣旨の説明を聴

取し、十四日、質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いた

しましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対しまして附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年五月一四日） 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 

一 今般の保険金不正請求事案及び保険料調整行為事案の再発防止策が、本法による措

置及び下位法令への委任のほか、顧客本位ではない比較推奨販売の禁止、代理店への

過度な便宜供与の禁止及び企業内代理店規制の見直しなどの監督指針等による対応を



含む多面的な構造となっていることに鑑み、当局のモニタリングを総合的に行う態勢

を確立するほか、業界における顧客本位の業務運営の徹底をさらに促すことなどによ

り、当該再発防止策の実効性を担保すること。 

二 保険業界の不祥事への対応に当たって、必要十分な検査及び処分等が円滑に実施さ

れるよう、金融庁及び財務局において必要な機構・定員を確保し、保険契約者等の保

護を図ると共に、保険業に対する信頼性の確保及びその健全な発展に万全を期すこ

と。 

三 今般の保険料調整行為事案の一因が、近年の自然災害の頻発・激甚化が火災保険金

の支払いを増加させる一方、契約期間が長期であるなどの理由から保険料への反映が

遅れることで、火災保険の危険差益を悪化させたことにあったことを踏まえ、このよ

うな火災保険の構造的な問題への対処のため、当該構造に係る分析を行い、持続可能

なビジネスモデルの構築を損害保険業界に促すこと。 

四 三の火災保険の危険差益の悪化への対応として、他の保険種別における収益移転が

過度に起きることのないよう、保険商品の認可においては、保険商品の契約者間の公

平性が確保されるような保険商品の認可に努めること。 

五 保険会社等の金融機関に対しては、法令やガイドライン等により、個人情報保護法

よりも厳格に個人情報を管理することが求められていることに鑑み、昨今多発してい

る、保険代理店における個人情報漏えい事案に対し、その再発防止に向けた、より一

層の厳格な対応を行うこと。 

六 本法の基礎となる「損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議」

及び「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」の取りまとめ後において

も、保険業界においては不適切な行為が表面化し当局が立入検査を実施していること

に鑑み、改めてこれを業界の問題として捉え、業界全体の実態解明に努めると共に、

その結果を公表すること。 

七 六の実態解明による問題への対処が本法による措置では不十分と判断される場合に

おいては、附則第四条の検討規定に定める本法の施行後五年を目途とする時期を待つ

ことなく、直ちに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。 

三、 参議院財政金融委員長報告（令和七年五月三〇日） 

○三宅伸吾君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財政金融委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、保険業に対する信頼性の確保及びその健全な発展を図るため、特定大規

模乗合損害保険代理店の業務運営に関する体制整備義務の創設、保険会社等による顧客

の利益を保護するために必要な体制整備義務の強化、保険会社等から保険契約者等への

過度な便宜供与の禁止等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、特定大規模乗合損害保険代理店に上乗せ義務を追加する意義、

損害保険会社と保険代理店との適切な関係の在り方等について質疑が行われましたが、



その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年五月二九日） 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 

一 今般の保険金不正請求事案及び保険料調整行為事案の再発防止策が、本法による措

置及び下位法令への委任のほか、顧客本位ではない比較推奨販売の禁止、代理店への

過度な便宜供与の禁止及び企業内代理店規制の見直しなどの監督指針等による対応を

含む多面的な構造となっていることに鑑み、当局のモニタリングを総合的に行う態勢

を確立するほか、業界における顧客本位の業務運営の徹底を更に促すことなどにより、

当該再発防止策の実効性を担保すること。 

二 保険業界の不祥事への対応に当たって、必要十分な検査及び処分等が円滑に実施さ

れるよう、金融庁及び財務局において必要な機構・定員を確保し、保険契約者等の保

護を図るとともに、保険業の社会的意義も踏まえつつ、保険業に対する信頼性の確保

及びその健全な発展に万全を期すこと。 

三 今般の保険料調整行為事案の一因が、近年の自然災害の頻発・激甚化が火災保険金

の支払いを増加させる一方、契約期間が長期であるなどの理由から保険料への反映が

遅れることで、火災保険の危険差益を悪化させたことにあったことを踏まえ、このよ

うな火災保険の構造的な問題への対処のため、当該構造に係る分析を行い、持続可能

なビジネスモデルの構築を損害保険業界に促すこと。 

  また、火災保険の危険差益の悪化への対応として、他の保険種別における収益移転

が過度に起きることのないよう、保険商品の契約者間の公平性が確保されるような保

険商品の認可に努めること。 

四 保険会社等の金融機関に対しては、法令やガイドライン等により、個人情報保護法

よりも厳格に個人情報を管理することが求められていることに鑑み、昨今多発してい

る保険代理店における個人情報漏えい事案に対し、その再発防止に向けた、より一層

の厳格な対応を行うこと。 

五 本法の基礎となる「損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議」

及び「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」の取りまとめ後において

も、保険業界においては不適切な行為が表面化し当局が立入検査を実施していること

に鑑み、改めてこれを業界の問題として捉え、業界全体の実態解明に努めるとともに、

その結果を公表すること。 

  また、実態解明による問題への対処が本法による措置では不十分と判断される場合

においては、附則第四条の検討規定に定める本法の施行後五年を目途とする時期を待



つことなく、直ちに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。 

  右決議する。 

 


